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第２章 防災組織 

 

特別防災区域の防災組織としては、防災の第一次的責任を有する事業所自ら防

災活動に当たるための自衛防災組織と公的消防機関を中心とする行政機関の防

災組織がある。 

さらに、防災に関し総合的な計画の作成及び災害が発生した場合、国、県、市

町、事業所、その他防災関係機関の総合的な連絡調整等を図るため、石油コン

ビナート等災害防止法第 27 条第 1 項の規定に基づき、香川県石油コンビナート

等防災本部（以下「防災本部」という。）を常設機関として県に設置する。 

以下、防災本部、防災関係機関、自衛防災組織等の組織及び処理すべき業務の

大綱を次のとおり定める。 

 

第１節  香川県石油コンビナート等防災本部 

１  防災本部は、本部長（香川県知事）、石油コンビナート等災害防止法第 28

条第 5 項の各号に掲げる本部員及び本部員を補佐する幹事をもって次のと

おり組織する。 

 

本部長 香川県知事 

  

本部員 

１号 

四国管区警察局長 
中国四国産業保安監督部四国支部長 
四国地方整備局長 
高松海上保安部長 
香川労働局長 

２号 陸上自衛隊 第１５普通科連隊長 

３号 香川県警察本部長 

４号 香川県危機管理総局長 

５号 坂出市長 

６号 
宇多津町長 
高松市長 

７号 
坂出市消防長 
高松市消防局長 

８号 コスモ石油(株)坂出物流基地長 

９号 

日本赤十字社香川県支部事務局長 
(一社)坂出市医師会長 
日本放送協会高松放送局長 
西日本放送(株)代表取締役社長 
(株)瀬戸内海放送取締役常務執行役員 
四国経済産業局長 
(公社)香川県看護協会第４支部理事 

  

幹事 

 

現地防災本部 現地連絡室 
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２  本部長は、防災本部の事務を総括し、本部長に事故あるときは香川県副知

事がその職務を代理する。なお、本部長、副知事ともに事故あるときは、知

事の職務を代理する上席の職員を定める規則（平成 23 年香川県規則第 56 号）

において定められた職員が順にその職務を代理する。 

 

３  本部長は、番の州地区特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するお

それがある場合において、緊急に統一的な防災活動を実施するため特別の必

要があると認めるときは、現地防災本部を設置する。 

 

４  防災本部の設置場所は香川県庁内とし、庶務事務は危機管理総局が担当す

る。 

 

５  防災本部は、次の事務を所掌する。 

(1) 石油コンビナート等防災計画を作成し、その実施を推進すること。 

(2) 防災に関する調査研究を推進すること。 

(3) 防災に関する情報を収集し、これを関係者に伝達すること。 

(4) 災害が発生した場合において、県、指定地方行政機関、坂出市、関係公

共機関、公共的団体、特定事業者及び防災上重要な施設の管理者が石油コ

ンビナート等防災計画に基づいて実施する災害応急対策並びに災害復旧

に係る連絡調整を行うこと。 

(5) 現地防災本部に対して、災害応急対策の実施に関し必要な指示を行うこ

と。 

(6) 災害が発生した場合において、国の行政機関及び他の都道府県との連絡

を行うこと。 

(7) その他特別防災区域に係る防災に関する重要な事項の実施を推進する

こと。 

 

６  県災害対策本部との連携 

南海トラフ地震等広域災害発生時において、特別防災区域外の防災活動

と連携の必要があると本部長が認めたときは、県災害対策本部と一体とな

った防災本部組織の運用を図る。 

 

７  県国民保護対策本部との連携 

武力攻撃災害への対処に当たっては、本計画のみならず、国民保護に関

する計画又は業務計画の定めにより措置を実施する。 

 

８ 現地防災本部 

(1)  現地防災本部の組織は、原則として、次のとおりとする。 

現地本部長は、原則、坂出市長とする。 

現地本部員は、本部長(知事)が本部員のうちから指名する。 

指名された本部員が招集できない場合は、本部員から権限を委任され

た実務担当者を代理者として指名する。 

 (2)  設置者及び設置手続 
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本部長(知事)が、設置基準により設置する。 

(3)  設置基準 

特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に

おいて、当該特別防災区域において緊急に統一的な防災活動を実施する

必要があるとき。 

(4)  設置場所 

原則として、坂出市役所内とする。 

(5)  所掌事務 

災害の規模、態様、状況に対応する緊急かつ統一的な防災活動事務を

行う。 

 

９ 現地連絡室の設置 

事業所が発災した際には、当該事業所に現地指揮本部が設置されるが、

防災本部は、災害の規模、様態、状況等から特別の必要があると認めるとき

は、災害情報の早期把握、情報の共有化、連絡調整を目的として、発災事業

所又は適当な場所に、連絡調整員（防災関係機関や特定事業所から派遣）か

ら成る現地連絡室を設置することができる。 

なお、現地防災本部が設置された場合には、現地連絡室はその指揮下に

入る。 

 

＜関係資料＞ 

     香川県石油コンビナート等防災本部条例          資料 2-1 

     香川県石油コンビナート等防災本部条例の施行期日を定める規則 

 資料 2-2 

     香川県石油コンビナート等防災本部運営要綱        資料 2-3 

     香川県石油コンビナート等防災本部名簿          資料 2-4 

   現地連絡室の設置                                        資料 2-5 

 



第２節  関係機関等の業務の大綱及び組織の整備等 

 

関 係 機 関 等 の 業 務 の 大 綱 組  織  の  整  備 ・ 職  員  の  配  置 

四国管区警察局 

• 警察行政の調整に関すること 

• 県警察本部との連絡、警察通信に関すること 

所管課：総務監察・広域調整部 災害対策官 

中国四国産業保安監督部四国支部 

• 電気、ガス事業、鉱山等の保安の確保及び被災

時の応急対策等 

 

四国経済産業局 

• 被災時の電気、ガス事業の応急対策並びに被災

事業者への業務支援等 

平常の組織・職員により対応する。 

四国地方整備局 

 

（高松港湾・空港整備事務所） 

• 港湾施設の整備と防災管理に関すること 

• 港湾及び海岸（港湾区域内）における災害対策

の指導に関すること 

• 海上の流出油に対する防除措置に関すること 

• 港湾・海岸保全施設等の応急復旧工法の指導に

関すること 

 

（香川河川国道事務所） 

• 国管理の国道、河川等の保全等に関すること 

 

 

＜高松港湾・空港整備事務所（海洋環境）＞ 

    船      舶    海面清掃兼油回収船「美讃」 

双胴、鋼製、総トン数 196 t 

                  吃水 2.64 ｍ  乗組員 7 名 

    清掃船出動    第六管区海上保安本部長から出動要請を受け、か

つ、総合勘案のうえ必要と認めた場合に出動する。 

 

＜香川河川国道事務所＞ 

  主務課：防災課 
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高松海上保安部・坂出海上保安署 

• 海上の災害に係る救助、援助に関すること 

• 海上の災害に係る防御に関すること 

• その他海上の災害に係る船舶の安全の確保に関

すること 

海上保安庁非常配備規則、第六管区海上保安部警戒配備規則、大規

模海難等対策本部規則、中規模海難等対策本部規則等に従い対策本部

を設置し、職員を配置する。 

香川労働局、坂出労働基準監督署 

• 関係事業所の労働災害防止の監督指導 

• 労働安全衛生教育の徹底 

平常の組織・職員により対応する。 

陸上自衛隊（第 15 普通科連隊） 

• 災害派遣出動による救助、輸送、道路の応急啓

開、消防、水防、防疫、給水、通信支援、応急

医療の実施に関すること 

• 災害派遣活動に伴う情報収集、準備、偵察、連

絡に関すること 

平常の組織・職員により対応する。 

香川県警察本部 

• 応急対策用車両の優先通行の確保と避難路確

保に関する交通規制 

• 民心の安定に関すること及び避難誘導等災害

の発生に伴う警備に関すること 

 

 

香川県警察防災業務計画等に従い、警察本部及び坂出警察署に警備

本部等を設置し、職員を配置する。 
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香川県 

• 石油コンビナート等防災本部並びに本部事務

局に関すること 

• 災害時における防災関係機関の連絡調整に関

すること 

• 大容量泡放射システム輸送時における関係機

関及び他ブロックとの連絡調整に関すること 

• 災害応援体制の総合調整に関すること 

• 自衛隊災害派遣に関すること 

• 産業保安対策に関すること 

• 県管理の施設職員・来訪者等の避難管理に関す

ること 

• 県管理の道路、水道等公共施設の保全復旧に関

すること 

• 生活環境の保全に関すること 

 

発災時の組織 

香川県災害対策本部に準ずる。 

 

政 策 部
総 務 部
危 機 管 理 部
環 境 森 林 部
健 康 福 祉 部
商 工 労 働 部
交 流 推 進 部
農 政 水 産 部
土 木 部
出 納 部
水 道 部
病 院 部
教 育 部
警 備 部

事務局長
（危機管理総局長）
事務局次長
（危機管理総局次長）
事務局参事
（危機管理総局参事）

総 務 班
情 報 班
対 策 班
広 報 班
動 員 班
連 絡 班

香川県本部長（知事）

香川県副本部長（副知事）

香川県本部員

政

策

部

長

総

務

部

長

危

機

管

理

総

局

長

環

境

森

林

部

長

健

康

福

祉

部

長

商

工

労

働

部

長

交

流

推

進

部

長

農

政

水

産

部

長

土

木

部

長

水

道

局

長

病

院

事

業

管

理

者

教

育

長

警

察

本

部

長

知

事

公

室

長

会

計

管

理

者

部 事    務    局
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坂出市 
• 災害対策本部の設置並びに防災関係機関への連絡 

• 住民等（居住者及び施設職員・来訪者等）の避難管理、

警戒区域の設定措置、住民への広報 

• 危険物の規制及び指導、危険物の安全教育 

• 消防救急業務の実施、火災予防の指導 

• 自衛防災組織に対する指導指示 

• 市管理の港湾等公共施設の保全復旧に関すること 

 

坂出市災害対策本部組織図 
 

坂出市本部長 
（市長） 

  

    

坂出市副本部長 
（副市長） 

  

   坂出市事務局 

坂出市本部員  事務局長 
(総務部長) 
事務局次長 
(職員課危機監理室長) 
・防災班 
・総務班 
・情報班 
・対策班 
・広報班 
・動員班 
・調査班 
・連絡班 
・部内調整班 

教育長 
総務部長 
出納局長 
市民生活部長 
建設経済部長 
健康福祉部長 
議会事務局長 
教育部長 
水道局長 
消防長 
市立病院事務局長 

 

 

   

各部   

 

 

災害対策本部の設置及び解散(坂出市地域防災計画(平成 28年度版)抜粋) 

１  市の活動組織 
(2)  坂出市災害対策本部 

①  災害対策本部の設置、解散 
  市長は、災害応急対策を行うため、次の基準に該当する場合に坂出市災害対
策本部（以下「市本部」という。）を設置する。 

市長は、市の地域において災害が発生するおそれが解消したと認めたとき、
または災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、市本部を解散する。 

【設置基準】（一般対策編） 
ア 本市に気象警報等が発表され、相当規模の災害が発生し、または発生するおそれ
があるとき。 

イ 市内で次の事故等が発生し、相当規模の災害が発生し、または発生するおそれが
あるとき。 

・大規模な火災または爆発 
・災害を誘発する物質の大量流出 
・大規模な列車、航空機、船舶等の事故 
・その他重大な事故 

ウ 通常の組織における対応では、災害応急対策が不十分または不可能であるとき。 
 

【設置基準】（震災・津波対策編） 
     ア 坂出市域で震度5強以上の地震が発生したとき。 

※  県計画では、震度6弱以上とされているが、本市には震度観測点が「久米町」「王
越町」の 2 箇所しかなく、いずれも南海地震推定震度分布図（香川県作成）にお
ける予想震度 6 弱の地域から外れているため、本市においては震度 5 強にて第 3
次配備とする。 

  イ 坂出市域で震度 5 弱以上の地震が発生し、大規模な災害が発生または発生するお
それがあるとき。 

ウ 香川県に津波警報、大津波警報が発表されたとき。 
エ 東南海地震が単独で発生したとき、または東海地震・東南海地震が同時発生した
とき。（南海地震の連動発生に備えるため。） 

オ 本市に地震が発生し、相当規模の災害が発生または発生するおそれがあるとき。 
カ 通常の組織における対応では、災害応急対策が不十分または不可能であるとき。 
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関 係 機 関 等 の 業 務 の 大 綱 組  織  の  整  備 ・ 職  員  の  配  置 

日本赤十字社香川県支部 

• 災害発生時の医療救護班の派遣 

• 災害時の血液製剤の供給 

• 香川県赤十字奉仕団による救援活動（炊出し

等） 

日本赤十字社香川県支部 医療救護班 8 班 

平常の組織・職員により対応する。 

 

 

(一社)坂出市医師会 

(公社)香川県看護協会 

    災害・事故による多数の負傷者等が発生した場合、医療救護活動及びその調整に関すること。 

報  道  機  関 

    災害が発生した場合、緊急広報事項（避難勧告の周知等）について、防災本部、現地防災本部と連携をとり、放送を通

じ広報すること。 
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第３節 特定事業所における防災体制 

１  自衛防災組織 

特定事業者は、その特定事業所における災害の発生及び拡大を防止する

必要な防災要員及び防災資機材を配備しなければならない。 

また、防災管理者を選任して自衛防災組織を統括させ、防災体制の確立

に努める。 

自衛防災組織の業務は、災害の発生又は拡大を防止するために必要な業

務の全てであり、災害発生前の防止対策及び災害の鎮圧等を行う。 

 

(1)  コスモ石油(株)坂出物流基地 (制改定：平成 28 年 4 月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※(一財)海上災害防止センターと海上セーフティーサービス(ＭＤＳＳ)を契約し有害危険物質(ＨＮＳ)

等汚染事故や火災事故に備えて、資機材・要員を配備し即応体制の確保等を行っている。 

コスモ石油㈱

災害対策本部 現地指揮班

本部長 基地長 班長 ＳＣＫ基地管理部長 消火隊

副本部長 管理課長 副班長 ＳＣＫ製品課長 隊長 SCK防災課長

ＳＣＫ防災課長 隊員 SCK防災課員

本部長付き SCK社長 戦略検討ＴＭ SCK基地管理部員 　 ＳＣＫ試験課員

ｵｲﾙﾀ-ﾐﾅﾙ推進課長 ＳＣＫ動力課長 　 ＳＣＫ動力課員

ＣＥＣ所長 ＳＣＫ動力課員 　 ＳＣＫ操油係員

SCK総務部長 SCK陸上出荷係長

ＳＣＫ船舶係長 動力隊

本部員 管理課管理Ｇｒ員 ｵｲﾙﾀｰﾐﾅﾙ推進課員 隊長 ＳＣＫ動力課長

　 管理課管理Ｇr員 隊員 動力課員

通信・記録隊 【前線指揮班】 *１号桟橋発災時設置

隊長 管理課管理Ｇｒ長 ・班長 ＳＣＫ製品課長 製品隊

隊員 管理課管理Ｇr員 ・副班長 前線指揮班長が指名した者 隊長 ＳＣＫ製品課長

ＳＣＫ業務課長 ・班員 隊員 ＳＣＫ製品係員

ＳＣＫ業務課員 （せと通船員） 　

ＣＣＣ坂出員

通信・記録隊

隊員 管理課管理Ｇr員 工作隊

【渉外班】 ＳＣＫ業務課員 隊長 CEC工務部長

班長 管理課安全環境Ｇｒ長 その他 隊員 CEC社員

官庁対応隊 救護隊 大容量泡放射防災隊

隊長 管理課安全環境Ｇｒ長 副隊長 ＳＣＫ製品課員 隊長 管理課安全環境Ｇｒ長

隊員 管理課安全環境Ｇｒ員、その他 隊員 ＳＣＫ試験課員 隊員 SCK社員

総務広報隊 その他

隊長 ＳＣＫ総務課員

隊員 ＳＣＫ総務課員、その他 陸上隊

警備隊 隊長 ＳＣＫ陸上出荷係長

隊長 SCK試験課長 隊員 ＳＣＫ陸上出荷係員

隊員 ｵｲﾙﾀｰﾐﾅﾙ推進課員

SCK試験課員、その他

防 救護隊 海上隊

災 隊長 ＳＣＫ総務課長 隊長 ＳＣＫ船舶係長

管 隊員 ＳＣＫ総務課員 ＳＣＫ船舶係員

理 ＳＣＫ業務課員

者

）

コ 坂出ＬＮＧ㈱ （連絡員派遣による相互連絡） （火災の場合

ス 　コスモ石油消火隊を編入）

モ 災害対策本部 現地指揮班

石 本部長 社長 班長 技術部長 消火班

油 副本部長 常務 副班長 技術部次長 班長 製造課員

㈱ 総務部長 班員 技術課員 班員 製造課員

基 本部員 技術課員

地 調査班

長 連絡班 班長 技術課長

）

班長 製造課長 班員 技術課員

班員 製造課員

技術課員 救護班

社外対応班 班長 業務課長

班長 総務課長 班員 業務課員

班員 総務課員

業務課員 予備班

警備班 班長 四Ｅ所長

班長 業務課員 班員 四Ｅ社員

班員 四Ｂ警備員 四Ｂ社員

合 同 事 業 所 非 常 組 織 図
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  (2)  三菱化学(株)坂出事業所 (制改定：平成 27 年 4 月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災管理者

本部長 総務隊 渉外・人事班
（事業所長） （隊長：総務部長） （班長：総務人事GM）

本部付
(RC推進部長）

庶務班
（班長：人材育成GM）

管理情報隊 情報収集班
（隊長：管理部長） （班長：炭素技術部長）

連絡記録班
（班長：企画ＧＭ）

官庁班
（班長：保安GM）

環境班
（班長：環境GM）

陸上班
（班長：MCLCｾﾝﾀｰ長）

海上班
（班長：海務監督）

設技隊 設技班
（隊長：設技部長） （班長：企画調整GM）

調達班
（班長：資材GM）

エンジ班
（隊長：エンジ部長）

災害発生部防災隊 課防災隊 課消防隊
（隊長：管理担当課ｾﾝﾀｰ長） （管理担当課職制）

他部機動隊 事業所消防隊
（必要に応じて）

MCLC機動隊 災害発生部機動隊
（海上、陸上）

UTT班 保全隊
（※UTT 課）

設技班 機械１班
（※設備技術各G） （※機械１G）

情報収集班 機械２班
（※災害発生部・ｾﾝﾀ-員） （※機械２G）

調達班 機械３班
（※資材G） （※機械３Ｇ）

人事救護班 電気班
（※人事G） （※電気G)

保安環境班 計装班
（※保安G、環境G） （※計装G）

※　GM もしくは GMが指名した者 土建班
（※土建G)

　※（一財）海上災害防止センター及び海上セーフティーサービス（MDSS）と契約し、有害危険物質（HNS）
　　　等汚染事故や火災事故に備えて、資機材・要員を配備し即体制の確保等を行っている。

副防災管理者：部長、課長（ＧＭ）、課代（ＴＬ）、その他の管理職

代行順位

①管理部長

②設備技術部長
③総務部長

④炭素技術部長

⑤基盤強化PL

代行者

①ｺｰﾙｹﾐｶﾙｾﾝﾀｰ長

②MRC坂出炭素繊維工場長
③ｺｰｸｽｾﾝﾀｰ長

④電極材料部長

⑤MPI坂出工場長

但し、災害発生部長・

ｾﾝﾀｰ長は除く。

代行順位

①総務人事GM

②人材育成GM

代行順位

①管理部企画GM

②炭素技術部長

③基盤強化PL

代行順位

①企画調整GM

②技術GM

現 代行順位

①管理担当課 課長

②管理担当課 課代

③管理担当課 主任

注）委託設備災害時の隊長については以

下の通り。

隊長 ：設備所管課 部長・ｾﾝﾀｰ長
隊長補佐：管理担当課 部長・ｾﾝﾀｰ長

【対策本部】
（第１会議室）

【現 地】
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通　　常　　勤　　務　　時　　間　　内
　

[災害対策隊本部長] (班長：環境技術課長)

(代行：技術副長）
（発 電 所 長）

　　代行順位
　①技術次長 (班長：事務次長)
　②事務次長 (代行：総務課長）

(班長：総務副長)

(代行：教育副長) 　 　

副 防 災 管 理 者 （警備班が出社するまでの組織であり、出社しだい当直応援を解除する。）

[災害対策隊副本部長]
[前線本部長]

（技 術 次 長）

　　代行順位
　　①保修課長
　　②発電課長 ・凡 例

：災害対策隊本部要員を示す

：前線本部要員を示す

：中央制御室付要員を示す

・非番当直員の出社後の集合場所は原則とし「３－４会議室」とする。

・災害対策隊本部の連絡要員は出社後、「災害対策本部」へ集合し、
(隊長：保修課長)

(代行：電気副長）

・自衛消防隊員の要員（異動等により若干の増減がある）

（Ｈ２８.３.１現在）

※１

※２

※１：当社従業員（昼）＋委託防災要員（６名）

※２：当社従業員（夜）＋委託防災要員（６名）

(代行：機電課長） ・ ２号機建設ＰＴ隊：２号機建設用地の範囲を担当する。

＊：大容量泡放水砲等を用いる場合

(隊長：安全･品質管理課長)

(代行：安全･品質管理副長)

(代行：発電副長)

(隊長：発電課長)
発 電 当 直 班 （班長：当番当直長）

大容量泡放水消火隊 放水砲担当　他　

発　電　隊 発電班・保安チーム班 （班長：発電副長）

２号機建設ＰＴ隊 機　　電　　班 （班長：機電課長）

(隊長：２号機建設PT

       ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ)
土 木 建 築 班 （班長：土木建築課長）

通常勤務時間内（昼間） 　１２２ 名

通常勤務時間外（夜間） 　１５ 名
四　　Ｂ　　班 （班長：技術課長)

タ ー ビ ン 班 （班長：タービン副長）

四　　Ｅ　　班 （班長：四Ｅ次長）

四　　計　　班 （班長：四計次長）

保　修　隊 電　　気　　班 （班長：電気副長）

　それ以外の要員の出社後の集合場所は、「食堂」とする。

ボ　イ　ラ　班 （班長：ボイラ副長）

救　　護　　班 （班長：保健師）

化　　学　　班 （班長：化学副長）

燃　　料　　班 （班長：技術副長）

調　査・連 絡 班 （班長：計装副長）

化 学 消 火 班 （班長：警備主任又は班長）

オイルフェンス展張班 （班長：船長）

(隊長：技術研修ｾﾝﾀｰ所長)

(代行：運転訓練課長) 運 転 訓 練 班 (班長：運転訓練課長）

※ 当直よりの応援による。

 総 務・警 備 班

技術研修ｾﾝﾀｰ隊 保 守 訓 練 班 (班長：保守訓練課長）

　総務分担、 安全･品質管理分担、教育分担　

社 外 対 応 班 　総務課長

通　常　勤　務　時　間　外

防 災 管 理 者 連　　絡　　班 　技術分担

発 電 当 直 班

(班長：当番副当直長)

副防災管理者
［災害対策隊本部長］

（当番当直長）

[前線本部長]

（当番副当直長）

化 学 消 火 班

オイルフェンス展張班

警 備 班

（防災要員）

（※警備室付）

（防災要員）
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 (4)  ライオンケミカル(株)オレオケミカル事業所(制改定：平成 27 年 4 月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部長 防災管理者 隊長 包装課係長 班長 総務隊班長指名者

（事業所長） 代行 安環室安全ＴＬ 副班長 班長指名者

副防災 ①次　長 隊員 副防災管理者　他

管理者 ②業務課長兼安環室長

③製造課課長 班長 総務隊班長指名者

④生産技術課長 副班長 班長指名者

⑤包装課課長 班長 防災本部長指名者

本部員 本部長指名者 副班長 班長指名者

班長 前線本部長指名者

電気担当 本部長指名者 副班長 班長指名者

班長 ＬＥ所長指名者

副班長 班長指名者

班長 前線本部長指名者

副班長 班長指名者

班長 前線本部長指名者

副班長 班長指名者

本部長 製造課課長

代行 包装課課長

班長 機関員

副班長 前線本部長指名者

本部長 副防災管理者

（当直班長）

代行者 ①班長指名者

救　護　班

警　戒　班

電　気　班

防　災　本　部（事務棟） 総　務　隊（誘導・警護） 誘　導　班

警　備　班

緊　急　停　止　班

前　線　本　部

製造課　包装課　消　火　隊

　　※破線は休日・夜間の組織編成であり、緊急呼出による応援者が出勤してきた場合は、防災管理者（副防災管理者）の

　　　 判断により、適宜組織編成を行うものとする。

製造課当直員 三菱化学物流㈱

各課スタッフ（副防災管理者） 〔委託〕

化　学　消　火　班

※休日・夜間　防災本部

休日・夜間　誘導警備員 海　上　防　災　要　員
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(5)  川崎重工業(株)船舶海洋カンパニー坂出造船工場 

(制改定：平成 26 年 1 月) 
平成26年1月1日改正

総 務 隊
隊長:総務課長､隊員5名

誘 導 ・ 警 戒 隊
隊長:勤労課長､隊員4名 （4名）

救 出 ・ 調 査 隊
隊長:安全衛生課長､隊員5名 （10名）

救 護 隊
隊長：業務部長 隊長:健康推進センター長､隊員5名

施 設 ・ 工 作 隊
隊長:WAVE整備課長､隊員10名

保 安 防 災 隊
隊長:勤労保安警備長､隊員:5名

消 油 隊
隊長:安全衛生課長､隊員:1名 （10名）

内 業 防 災 隊
隊長:内業係長､隊員:15名

組 立 防 災 隊
隊長:組立係長､隊員:15名

船 殻 防 災 隊
隊長:船殻係長､隊員:20名

塗 装 防 災 隊
隊長:塗装係長､隊員:20名

隊長：工作部長 船 装 防 災 隊
隊長:船装係長､隊員:30名

機 電 防 災 隊
隊長:機電係長､隊員:30名

先 行 艤 装 防 災 隊
隊長:先行艤装係長､隊員:20名

修 繕 課 防 災 隊
隊長:修繕課長､隊員:20名

製 造 防 災 隊
隊長：製造部長、隊員15名

高圧ガス、電気設備防
隊長：ＷＡＶＥ社長 隊長：整備部長、隊員23名

総 合 事 務 所 防 災 隊
隊長:業務部長､隊員:10名

 
設 計 事 務 所 防 災 隊
隊長:造船設計部長､隊員:25名

工 作 事 務 所 防 災 隊
隊長:生産管理課長､隊員:10名

材 管 事 務 所 防 災 隊
隊長:WAVE材管部長､隊員:16名

検 定 セ ン タ ー 防 災 隊
隊長：造船設計部長 隊長:KKS坂出所長､隊員:10名

WAVE 事 務 所 防 災 隊
隊長:WAVE業務部長､隊員:９名

コ ー ベ フ ー ズ 防 災 隊
隊長:担当部長､隊員:10名

協 企 事 務 所 防 災 隊
隊長:安全衛生協力会会長､隊員:10名

注)

   1.各隊の任務は自衛防災隊々則による。

   2.工作防災隊及びWAVE防災隊の各隊は必要に応じて救出班、工作班、誘導警戒班、消火班、消油班等の班編成を行なう。

   3.艤装船・修繕船等の工事を所掌する所属の自衛消防隊は別途各船毎に防災組織を編成する事とする。

   4.災害の程度が局所的な場合（坂出工場防災基準第３条（表１）の災害区分の第一次・二次防災体制）は各所属・事務所の自衛防災隊が対処する。

   5.災害の程度が大規模と判断された場合（坂出工場防災基準第３条（表１）の災害区分の第三次・四次防災体制及び第二次防災体制であっても

     規模が比較的大きい場合）は防災本部長は防災本部を設置し総合防災隊が工作・WAVE・事務所防災隊と協力して災害対策に当たる。

   6.総合防災隊は工作・WAVE・事務所防災隊の各隊から人員派遣を受けその任務を遂行する。

   7.組織図中の（ ）内の人員については他の所属の消防隊からの被援者数

防 災 本 部

工 作 防 災 隊

総 合 防 災 隊

事 務 所 防 災 隊

自 衛 防 災 隊 組 織

※石油コンビナート等災害防止法
に基づく「防災管理者」及び
海洋汚染防止法に基づく
「公害防止統括者」は
防災本部長とする。

Ｗ Ａ Ｖ Ｅ 防 災 隊

（防災本部長）
工場長

（代行者：業務部長）
（本部員）

総合防災隊長
工作防災隊長

（事務局）
勤労課・安全衛生課

（適宜）
各事務所消防隊長
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 ２  瀬戸内地区広域共同防災協議会 

大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材（以下「大容量泡放射

システム」という。）を用いて防災活動を行う。 

当該業務は、構成する特定事業所における災害の発生又は拡大を防止す

るため、大容量泡放射システムを配備場所から災害現場への移動、設定等

及び、平常時における大容量泡放射システムに係る防災教育・訓練、日常

点検や整備を含む。 

 

 ３  番の州地区特別防災協議会 

特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者と、その他の事業

者で、共同して区域の災害の発生又は拡大の防止をするため、番の州地区

特別防災協議会が設置されている。 

        「番の州地区特別防災協議会会則」       資料 2-6 

        「番の州地区特別防災協議会防災相互応援協定」 資料 2-7 

 

第４節  応援協力体制 

災害の拡大防止のため、特定事業所相互間、災害応急対策実施機関相互間、

県内市町相互間、他県との相互応援協力等の相互応援協定等を締結するなど、

応援協力体制の確立を図る。 

 

１  特定事業所間の相互応援 

       特別防災区域内に所在する特定事業所プラント等において相互に関連

する部分が多いため、一の事業所で火災が発生した場合には、他の事業所

に拡大し、それが大災害になる危険性が高いので、特別防災区域に係る災

害については、同区域の事業者が共同して対処する必要がある。 

このことから、石油コンビナート等災害防止法第 24 条第 2 項で特別防

災区域内の特定事業所において異常現象が発生したときは、他の特定事業

者は、その自衛防災組織を派遣する等災害の拡大の防止に協力すべきもの

と定められている。 

       番の州地区においては、「番の州地区特別防災協議会」が組織され、こ

の構成会員間で「番の州地区特別防災協議会防災相互応援協定」が締結さ

れている。 

       特定事業所相互間の応援は、この協定によるものとし、応援要請、応援

出動、応援活動等については、この協定に定めるところとする。 

 

２  災害応急対策実施機関の相互応援 

    (1)  坂出市消防本部と坂出海上保安署との相互応援 

        「坂出市と坂出海上保安署との業務協定書」に基づき相互に応援する。 

        「坂出市と坂出海上保安署との業務協定書」   資料 2-8 

    (2)  消防機関と警察 

       消防機関において警戒区域を設定し、警察において災害応急対策用車

両の優先通行を確保するための交通規制、交通整理、資機材運搬の誘導

を実施する。 
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       負傷者等の搬送状況、身元確認状況を相互に連絡する。 

  (3)  消防機関と自衛隊 

       消防機関は、災害派遣により出動した自衛隊とその都度協議し相互応

援する。 

 

３  市町の相互応援 

    「香川県消防相互応援協定」及び「災害時の相互応援に関する協定書」

に基づき、相互に応援する。 

      また、災害対策基本法第 72 条に基づき、知事は、特に必要があると認め

るときは、他の市町長に対し応援するよう指示することができる。 

        「香川県消防相互応援協定」 資料 2-9 

    「災害時の相互応援に関する協定書」 資料 2-10 

 

４  県の応援 

香川県が、高松地区及び坂出地区に設置している香川県防災資機材セン

ターに備蓄している特殊災害対策用防災資機材の使用については、「香川

県防災資機材運用要綱」による。 

        「香川県防災資機材運用要綱」 資料 2-11 

 

５  他県との相互応援 

知事は、災害の状況に応じ、他県の応援を必要と認めるときは、災害対

策基本法第 74 条に基づき、所要資機材及び人員を示し、応援の要請をす

ることとなるが、そのために災害対策基本法第 5 条の 2 及び第 8 条第 2 項

第 12 号の規定等に基づき、次の協定を締結している。 

      「防災相互応援協定」（岡山県・香川県）         資料 2-12 

      「全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定」 資料 2-13 

      「中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定」資料 2-14 

      「危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定」  資料 2-15 

 

６  石油基地自治体協議会加盟団体との相互応援 

 坂出市長は、災害の状況に応じ、必要であると認めるときは、「石油基

地自治体協議会加盟団体災害時相互応援協定書」に基づき、当協議会ブロ

ック幹事へ応援を要請することができる。 

  「石油基地自治体協議会加盟団体災害時相互応援協定書」  資料 2-16 


